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コロナ禍でも元気な堀岡っ子
梅雨入りしたとはいえグラウンドに出て鬼ごっこや雲梯、鉄棒で遊んでいる子供を

多く見かけます。昨年は、コロナの影響でグラウンドに出る機会も少なかったのです

が、昼休みだけでなく長休みの短い時間も外に出ています。走って出てきてチャイム

が鳴るとグラウンドにいる全員が校舎に走って戻っていきます。「転ばないように気を

付けて」といつも声をかけています。戻っていく子供たちはとても満足した表情です。

キビキビとした行動は見ていて気持ちがよいです。コロナ禍でありますが、毎日その

様子を見ているだけで元気が出ます。

学校評議員会と引渡し訓練も当日に行いまし

た。学習参観は、４月と同じように奇数、偶数学

年で２つに分け、時間帯を変えて行いました。子

供たちは、４月より落ち着いて先生や友達の話を

聞いたり、積極的に挙手や発言をしたりしていま

した。また、授業では、昨年子供たちに支給され

たタブレットを積極的に活用して、課題や問題の

掲示、子供たちの調べ学習に生かしました。今後も子供たちの学びの充実に向けて効

果的に使用していきます。

今年は、より実践的に、緊急メールを発信して行いました。

また、「密を避ける」ため地区別に時間帯を分け、引き渡し場

所も各教室としました。さらに入口と出口を分けて一方通行としました。当日は、天

候が悪く激しい雨となり昨年実施できなかったことに加え、以前の方法とかなり違っ

ていたので心配しましたが、大きな混乱もなくたくさんの方に参加いただきありがと

うございました。誰もが助かるためには、「真剣に取り組む」ことがとても大切です。

今後ともご理解とご協力をお願いいたします。

また、今月は、４年生の自転車の交通安全指導や全校による避難訓練（火災時）も

行いました。子供たちは、合い言葉の「おはしも」（おさない、走らない、しゃべらな

い、もどらない）を意識し行動していました。本校では、地震及び津波時や不審者侵

入時の想定を含め、年間４回の避難訓練を計画しています。

今年は、８日（火）より水泳指

導を行っています。コロナ禍とい

うことで市内の小学校は夏休み中

のプール開放はありません。毎週火曜日に海竜スポーツランドのプールで学年ごとに

外部講師と担任で指導します。７回の予定です。水泳学習は水害時等に自分の命を守

る大切な学習です。ご家庭でも体調管理に気を付け、真剣に参加するよう声をかけて

ください。

６月４日（金）学習参観

引き渡し訓練

６月８日（火）水泳教室始まる

学校だより



地域や社会に開かれた学校づくりの推進のため、地域の方

や保護者の方から広く意見をお伺いする貴重な機会となって

います。年３回を予定しています。今年度は、タブレットの活用と正しい使い方につ

いてや子供たちの放課後の運動する場や機会について、ご意見をいただき話し合いま

した。

また、今回は給食の配膳時の感染防止対策の様子を見ていただきました。評議員の

皆様からいただいた貴重な意見を今後の学校経営に生かしていきます。また、共に子

供たちを育てていくためにも、地域の方からもご意見をお聞かせくだされば幸いです。

【射水市教育委員会より５名の方々が学校評議員に委嘱されました】

笹林 潤之 （堀岡連合自治会長） 菊 映子（民生児童委員）

村井 美和子（教育関係者・元 PTA役員） 浅尾 潤一（前 PTA会長)
岩井 学（PTA会長）

６月14日（月）～22日（火）、担任の先生が子供たち一人一人と話をする面談週間（ス

マイルタイム）を行いました。また、射水市内の小中学校では、子供たちが担任の先

生以外に困ったことを相談する人を決めています。前担任や元担任の先生や校長、教

頭、先生以外の学校の職員を指名している子もいます。一度お子さんに聞いてみてく

ださい。

学校では、子供の話にじっくり耳を傾け、寄り添いながら解決に向けて全教職員で

対応しています。子供の抱えている悩みに早く気付くことが大事です。そのために子

供が相談できる存在となるよう信頼関係を築きます。ご家庭でのお子さんの様子で気

がかりなことがありましたら、いつでもお知らせください。

今年度、射水市教育委員会から射

北中学校区の４校が、「学び合う集

団づくり推進事業」の研究指定を受けています。すべての子供が学校で安心して学ぶ

ことができるように教員が専門家から講義やアドバイスを受け、よりよい学級づくり

や子供たちへの支援、関わり方について研修を行っています。年間４回の予定です。

今月から子供たちがタブレットを家庭に持ち

帰り、実際に操作をしています。夏休みには、

射水市内の小中学生がタブレットを使って課題を行う予定です。今回は、学校で行っ

ている方法と同じように、タブレットを家庭で使用できるか確認します。週末に６年

生から順に学年ごとに持ち帰っています。保護者の皆様には、家庭で使用できるよう

に設定をお願いいたします。具体的には、家庭での Wi-Fi に接続する作業です。その
際に、無線ルータに記されている番号を入力する必要があります。詳しくは、プリン

トで配付します。ご理解とご協力をお願いいたします。

学び合う集団づくり推進事業

面談週間（スマイルタイム）とマイサポーター制度

タブレットの持ち帰り

学校評議員会


